
［改正後全文］ 

国立新美術館展示室等及び備品貸付規則 

 

制定 平成１９年１月１７日 

 

 （目的） 

第１条 国立新美術館（以下「館」という。）が行う全国的な活動を行っている美術団体等への展示室の

提供及び備品の貸付については、この規則に定めるところによる。 

 

 （定義） 

第２条 この規則において、展示室及び展示室に関連する施設（以下「展示室等」という。）とは、別表

２「区分」欄に掲げるものをいい、備品とは、館が別に定める「公募展備品カタログ」に定めるもの

をいう。 

 

 （展示室等の使用原則） 

第３条 展示室の使用は、１美術団体等につき当該年度当たり１回（１展覧会）とする。 

２ 展示室の使用は、次の各号に掲げる者を優先する。 

 一 全国的な公募展を行っている美術団体等 

 二 毎年定期的に展覧会を開催している美術団体等 

 三 国立新美術館長（以下「館長」という。）が特に認めた美術団体等 

３ 展示室の使用美術団体等は、展示室に関連する施設を使用することができる。 

４ 展示室等及び備品（「公募展備品カタログ」において有料とされているものに限る。）の使用は、有

償を原則とし、別表１に定める使用料を徴収する。ただし、館長が必要と認めた場合は、その使用料

を減免することができる。 

 

（展示室等の使用の例外） 

第４条 前条第２項の各号に定める美術団体等（以下本条において「美術団体等」という。）について、第８

条に定める展示室の使用の調整及び決定を行った上で展示室の使用に空がある場合、美術団体等以外の者

に展示室の貸付を行うことができる。 

２ 美術団体等以外の者に展示室等の貸付を行う場合の使用料は、別表１に定める各金額に５を乗じた金額

を徴収する。 

３ 本条に係る使用に関する条件等については、館長が別に定める。 

 

 （使用単位等） 

第５条 展示室等及び備品の使用の単位及び数量は、次のとおりとする。 

 一 展示室等 

  ア 展示室は１室を単位とし、１０室までとする。 

  イ 野外展示場は１区画を単位とし、４区画までとする。 

  ウ 展示室に関連する施設は、当該各施設の１室を単位とする。 

 二 備品は、「公募展備品カタログ」に定めるところよる。 

 



 

（会期及び使用期間） 

第６条 展示室の使用は、１会期を単位とし、以後１会期ごとに延長し、最長３会期までとする。 

２ 会期は、火曜日から翌々週の月曜日までの２週間を１会期とし、年間第１会期から第２３会期までとす

る。ただし、当該火曜日が、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号。）に規定する休日に

該当する場合は、会期の日数に増減を生じるものとする。 

３ 前項の会期は年度ごとに別に定める。 

４ 展示室に関連する施設の使用は、１日を単位とし、使用期間は毎年１月の第４火曜日から１２月２８日

までとする。 

 

（使用申請） 

第７条 展示室の使用を希望する美術団体等は、別表２の「展示室」欄に掲げる申請期間に、使用申請

書（展示室）（別紙１号様式（1）又は別紙１号様式（2））に、別に定める書類を添付して館長に提出

しなければならない。 

２ 展示室の使用許可を受けた者（以下「展示室使用者」という。）で、展示室に関連する施設の使用を

希望する者は、別表２の「展示室に関連する施設」欄に掲げる申請期間に、使用申請書（展示室に関

連する施設）（別紙 2 号様式）を館長に提出しなければならない。 

３ 備品等の使用を希望する展示室使用者は、別表２の「備品等」欄に掲げる申請期間に、使用申請書

（有料備品）（別紙 3 号様式）を館長に提出しなければならない。 

４ 前３項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、申請期間を別に定めることができる。 

  

 （使用の調整及び決定） 

第８条 館長は、前条第１項に定める使用申請があったときは、当該申請の内容に基づき、会期、展示

室数及び展示室の割当を行うための必要な調整を行い、使用の許可又は不許可を決定するものとする。 

２ 館長は、前項の決定に当たって、第１４条第１項第一号から第七号に掲げることを行うおそれがあ

ると認められる美術団体等に対しては、使用許可を行わないものとする。 

３ 館長は、前条第２項又は第３項に定める使用申請があったときは、当該申請及び他の展示室使用者

からの使用申請に基づき、展示室に関連する施設又は備品等の割当を行うための必要な調整を行い、

使用の許可又は不許可を決定するものとする。 

４ 第１項及び第３項に掲げる展示室等及び備品等の割当の調整方法は、館長が別に定める。 

 

（通知） 

第９条 館長は、前条第１項に掲げる使用の許可又は不許可の決定を、使用決定通知書（展示室）（別紙

４号様式）により、別表２の「展示室」欄に掲げる通知期間に通知するものとする。 

２ 館長は、前条第３項に掲げる使用の許可又は不許可の決定を、決定後速やかに通知するものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、通知期間を別に定めることができる。 

 

（展示室等の使用） 

第１０条 展示室使用者は、一般への公開、展示室において行う会場設営作業及び作品陳列作業並びに

作品撤去作業及び展示室の原状復帰作業等に当たっては、次の各号に掲げるところにより実施するも

のとする。 



一 一般への公開日、公開時間及び休館日 

国立新美術館観覧規則第２条及び第３条の規定を準用する。ただし、館長が必要と認めたときは

臨時に休館日を設け又は開館時間を延長し又は短縮することができる。 

二 会場設営作業及び作品陳列作業 

ア 使用会期中の休館日の午前１０時から午後６時までに行うものとする。ただし、当該時間内に

完了しないときは、館の許可を得て午後８時まで延長することができる。 

イ 前アに掲げる時間内に作業が完了しない場合は、館と協議の上、休館日以外の日に作業を行う 

ことができる。 

三 作品撤去作業及び展示室の原状復帰作業 

ア 使用会期の最終日の午前１０時から午後６時までに行うものとする。ただし、当該時間内に完

了しないときは、館の許可を得て午後８時まで延長することができる。 

イ 前アに掲げる時間内に作業が完了しない場合は、館と協議の上、会期の範囲内で作業を行うこ

とができる。 

２ 展示室使用者が使用する展示室に関連する施設の使用時間は、午前１０時から午後８時までとする。 

 

 （使用料等） 

第１１条 展示室等及び備品の使用料は、別表１に定めるとおりとする。ただし、展示室に係る使用料

については、第５条第２項ただし書きに定める会期日数に増減を生じる場合は、別表１単位欄の括弧

書に掲げる１日当たりの使用料に基づき、これを増額し又は減額するものとする。 

２ 前項に定める展示室の使用料及び第７条第３項の規定により許可した展示室に関連する施設の使

用料は、当該使用開始日の前日までに一括して支払わなければならない。ただし、館長が特別の理由

があると認めるときは、これを後納とすることができる。 

３ 前２項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる経費及び使用料は、館の請求書発行後１ヶ月以内に

支払うものとする。 

 一 電気料金、電話料金等の実費 

 二 第６条第４項の規定による申請期間に申請された関連する施設の追加使用に係る使用料及び備

品の使用料 

 

 （使用料の不還付） 

第１２条 既納の使用料は、原則として還付しない。ただし、次の各号に掲げる事項に該当すると認め

られるときは、その全部又は一部を還付することができる。 

 一 館の事業又は工事により展示室等が使用できない場合で、館長が必要と認めるとき 

 二 災害その他の事故又は疾病等の発生により、関係官公庁からの開館自粛の要請等に基づき休館し

た場合で、館長が必要と認めるとき 

三 その他館長が特に必要と認める正当な理由があるとき 

２ 前項ただし書きに掲げる還付金の算定については、館長が別に定める。 

 

 （展示室等の転貸禁止） 

第１３条 展示室使用者は、使用を許可された展示室等及び備品について、第三者に転貸又は譲渡して

はならない。 

 



 （展示室等の原状変更の禁止） 

第１４条 展示室使用者は、使用を許可された展示室等に特別の設備等を設置し、又は変更を加えては

ならない。ただし、あらかじめ館長の承認を受けたときは、この限りではない。 

 

 （使用の取消等） 

第１５条 次の各号のいずれかに該当するときは、館長は展示室使用者に対して、展示室等及び備品の

使用許可を取消し、又は制限し、若しくはその使用を停止することができる。 

 一 使用目的等に反するとき 

 二 施設管理権限を有する館長の適正な指示に反するとき 

 三 公序良俗に反するおそれがあるとき 

 四 展示室等及び備品を破損・滅失させるおそれがあるとき 

 五 特定の宗教・政党を支持し、又は反対し、若しくは宗教活動・政治活動をするとき 

 六 専ら営利を目的とするとき 

 七 正当な理由なく展示室等の使用料を前納しないとき 

 八 申請及び報告等の所定の手続きを怠ったとき 

 九 申請書及び報告書等の記載事項に虚偽があることが判明したとき 

 十 災害その他の事故により館が使用できないとき 

 十一 工事その他の都合により館が使用できないとき 

２ 展示室使用者が、自らの都合により展示室等の使用許可の取消しを求める場合は、館長に書面によ

り申し出るものとする。 

３ 前項の申出のうち、展示室に係るものは当該使用日の１年６ヶ月前までに行うものとし、展示室に

関連する施設に係るものは当該使用に係る使用料の支払いまでに行うものとする。 

４ 館長は、前項の申出に対し、当該申出の内容等の説明を求めることができるとともに、展示室の使

用許可の取消を申し出た者の以後の展示室の使用申請を停止することができる。 

 

 （原状回復の義務） 

第１６条 展示室使用者は、使用した展示室等及び備品を原状に回復しなければならない。 

２ 会期の最終日の午後８時以降に展示室に残されている作品及び備品等については、館において展示

室使用者の承諾なく展示室外に搬出することができるものとする。この際に、作品等に生じた損傷等

について館は責任を負わないものとする。 

３ 前項の作業等のために生じた費用は、展示室使用者が館に支払うものとする。 

 

 （賠償） 

第１７条 館に損害を与えた展示室使用者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、館長がや

むを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。 

 

 （遵守義務） 

第１８条 展示室使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

 一 許可なく壁、柱、窓、扉等に文字を書き又は釘等を打ち若しくはポスター、看板、旗、懸垂幕等

その他これらに類するものを掲げ、又は貼付しないこと 

二 許可なく危険物、不潔な物品又は動植物等を持ち込まないこと 



 三 許可なく火気を使用しないこと 

 四 所定の場所以外での飲食及び喫煙を行わないこと 

 五 許可なく寄附金品の募集又は物品・飲食等の販売・提供を行わないこと 

 六 騒音、怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと 

 七 使用を許可されていない施設等に立ち入らないこと 

 八 展示室等及び備品の使用に当たっては、細心の注意を払うこと 

 九 収容人員を超えて観覧者等を入場させないこと 

 十 観覧者及び作品等の安全確保のための対策を講ずること 

 十一 使用開始日までに必要とされる関係官庁等への届出又は許可を得るとともに、それらの許可書

等の写しを提出すること 

 十二 その他館長が不適当と認める行為をしないこと 

 

 （終了後の報告） 

第１９条 展示室使用者は、展示室の使用許可を受けた展覧会が終了したときは、速やかに決算報告書

を提出しなければならない。 

 

 （その他） 

第２０条 この規則に定めるもののほか、美術団体等への展示室等の提供に伴い必要な事項は、館長が

別に定める。 

 

 

    附 則（平成２１年５月１２日） 

  この規則は、平成２１年５月１２日から適用する。 

 

    附 則（平成２１年９月３０日） 

１ この規則は、平成２１年９月３０日から適用する。 

２ 平成２３年度第２５会期までに実施される展覧会に係る展示室等の使用料は、第１０条の規定にか

かわらず別表１－２に定める額を適用する。 

 

    附 則（平成２３年４月２８日） 

  この規則は、平成２３年４月２８日から適用する。 

 

附 則（平成２６年１月１４日） 

  この規則は、平成２６年１月１４日から施行する。ただし、施行日から平成２６年３月３１日まで

の展示室等及び備品貸付の使用料は、改正前の別表１を適用する。 

 

附 則（令和元年５月１日） 

１ この規則は、令和元年５月１日から施行する。 

２ 改正後の国立新美術館展示室等及び備品貸付規則の別表１は、令和元年１０月１日以後の使用日よ

り適用し、同日前の使用日については、なお従前の別表１による。 

 



    附 則（令和３年３月２２日） 

  この規則は、令和３年３月２２日から適用する。 

 

    附 則（令和５年４月１９日） 

  この規則は、令和５年４月１９日から適用する。 

 

附 則（令和６年５月２０日） 

  この規則は、令和６年５月２０日から施行し、令和６年９月１日以降に展示室を使用することを許可さ

れた者に適用する。 

 

附 則 

１ この規則は、令和７年３月２６日から施行する。 

２ この規則による改正後の国立新美術館展示室等及び備品貸付規則は、令和９年３月３０日以後の会

期に係る使用より適用し、同日前の会期については、なお従前の例による。 



別表１ 

区  分 面 積 単 位 金 額（税込） 

展 

示 

室 

等 
 

展 

示 

室 
 

展示室（公募展用） 

（全１０室） 

１，０００

㎡ 

１室２週間 

（１室１日） 

１，２３２，０００円

（１０２，７００円）

使用期間延長料金（２週間単

位） 

 １室２週間 

（１室１日） 

１，１７０，４００円

（１０２，７００円）

野外展示場 

（全４区画） 

３１５㎡ １区画２週間 

（１区画１日） 

１４０，１００円 

（１１，３００円）

使用期間延長料金（２週間単

位） 

 １区画２週間 

（１区画１日） 

１３４，５００円 

（１１，３００円） 

展 

示 

室 

に 

関 

連 

す 

る 

施 
設 

地下１階作品収納室 

（全３室） 

４５㎡ １室１日 ３，６００円 

地上階作品収納室 

（全７室）（３B を除く） 

７８㎡ １室１日 ６，４００円 

地上階３B 作品収納室 

（全１室） 

５２㎡ １室１日 ４，３００円 

作品整理室 

（全８室） 

１７６㎡ １室１日 ８，６００円 

審査室 

（全８室） 

７０㎡ １室１日 ５，１００円 

審査室 E（彫刻） 

（全１室） 

３２４㎡ １室１日 ２３，５００円 

審査ラウンジ 

（全８室） 

２５㎡ １区画１日 １，９００円 

写場 

（全１室） 

７０㎡ １室１日 ５，５００円 

中２階・中３階・４階 

主催者控室（全６室） 

３５㎡ １室１日 ３，６００円 

１階・２階 

主催者控室（全４室） 

２６㎡ １室１日 ２，７００円 

備 

品 
 

電動フォークリフト  １台１時間 １，２００円 

審査台 
３１席用 １台１日 １，２００円 

１６席用 １台１日 ７００円 

マイクセット  １組１日 １，２００円 

上記以外の搬出入、飾付、撤去に 

使用する備品 

  
無料 

 

 

 

 



別表２  

区 

分 
室     名     等 申 請 期 間 通 知 期 間 

展 

示 

室 

展示室（公募展用、全１０室） 

野外展示場（全４区画） 

使用月の属する年度の３

年度前の２月１日から２

月末日まで 

使用月の属する年度の２

年度前の６月末日まで 

展 

示 

室 

に 

関 

連 

す 

る 

施 

設 

審査室（地下１階、９室） 

 審査ラウンジ（地下１階、全８室） 

作品整理室（地下１階、全８室） 

写場（地下１階、全１室） 

作品収納室 

（地下１階作品収納室（全３室）、

地上階作品収納室（全８室）） 

主催者控室 

（中２階・中３階・４階、全６室。

１・２階、全４室）

使用月の６ヶ月前の月の

初日から使用月の前々月

の末日まで 

許可又は不許可の決定後、

速やかに 

備 

品 

等 

上記以外の施設・備品等 

使用月の３ヶ月前の月の

初日から使用日の２週間

前まで 

許可又は不許可の決定後、

速やかに 

 



（別紙 1 号様式（1）） 

使 用 申 請 書（展示室） 

令和   年   月   日 

国立新美術館長  殿 

 

住 所 

団体名                                 

代表者名                                

 

 

下記のとおり令和   年度の展示室（公募展用）及び野外展示場の使用を申請します。 

 

記 

 

展覧会名 

 

展示室（公募展

用）等使用数 

展示室 

 

１室（1,000 ㎡）         室 

野外展示場 

 

１区画（315 ㎡）              区画 

使用申請会期 

第１希望     第         会期 

第２希望     第         会期 

第３希望     第         会期 

展示作品数 

（予定） 

種別 点数 種別 点数 
入場料金

（予定） 
有 ・ 無 

日 本 画  工 芸  大  人                    円 

大学生                    円 

高校生                    円 

小・中学生                 円 

その他                   円 

洋 画  書  

版 画  水  墨  画  

デ ザ イ ン  写真・映像等  

彫 刻  そ の 他  

予想される作品

整理室・審査室

の室数と日数 

会期前 

整理室数         室 

審査室数         室 

日   数        日間 

会期終了後 

整理室数         室 

審査室数         室 

日   数        日間 

事務担当者 

氏名・連絡先 

氏 名 

書類送付先 （〒        ） 

 

電 話       （       ）            ＦＡＸ     （       ）             

メールアドレス 

※記入要領等については、裏面を参照ください。 



 

（裏面） 

［使用申請書記入要領］ 

 

使用申請書の記入に際し、次の事項をお守りください。 

なお、記載に当たっては、楷書及び英数字で記入ください。 

１ 使用申請者は住所、団体名、代表者名を記入ください。 

２ 「展覧会名」欄は正式な名称を記入ください。「第～回」等の記入は不要です。 

３ 「展示室等使用申請数」欄は、展示室数及び野外展示場の区画数を整数で記入ください。 

４ 「使用申請会期」欄は、別に定める会期の数字を記入ください。 

５ 「展示作品数（予定）」欄は、予定される種別と点数を記入ください。 

６ 「入場料金（予定）」欄は有・無のいずれかに○をしてください。また、予定される料金を記入ください。 

７ 「予想される作品整理室・審査室の室数と日数」欄は、展覧会開催前及び展覧会終了後に必要とさ

れる作品整理室・審査室の予想室数と日数を参考に記入ください。 

８ 「事務担当者氏名・連絡先」欄は、当館からの連絡に速やかに対応できる方とし、平日の午前１０ 

時から午後５時までの時間帯に連絡可能な連絡先を記入ください。 

 

［添付資料］ 

使用申請書には、別に定める次の添付資料を提出ください。 

（添付資料１）     申込団体の状況                 

（添付資料２）     収支決算状況                        

（添付資料３－１）  申込み展覧会に係る前回開催の状況（１） 

（添付資料３－２）  申込み展覧会に係る前回開催の状況（２） 

 

〔その他の提出資料〕 

（１）当該申請に係る展覧会の直近の募集要項若しくは出品規定 

（２）当該申請に係る展覧会の直近の図録及びチラシ等 

（３）会則 

（４）役員名簿（役職・氏名のみ記載すること） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙 1 号様式（2）） 

使 用 申 請 書（展示室） 

令和   年   月   日 

国立新美術館長  殿 

 

住 所 

団体名                                 

代表者名                                

 

 

下記のとおり令和   年度の展示室（公募展用）及び野外展示場の使用を申請します。 

 

記 

 

展覧会名 

 

展 示 室 （ 公 募 展

用）等使用申請数 

展示室 

 

１室（1,000 ㎡）         室 

野外展示場 

 

１区画（315 ㎡）              区画 

使用申請会期 
 

第           会期 

展示作品数 

（予定） 

種別 点数 種別 点数 
入場料金

（予定） 
有 ・ 無 

日 本 画  工 芸  大  人                    円 

大学生                    円 

高校生                    円 

小・中学生                 円 

その他                   円 

洋 画  書  

版 画  水  墨  画  

デ ザ イ ン  写真・映像等  

彫 刻  そ の 他  

予想される作品整

理室・審査室の 

室数と日数 

会期前 

整理室数         室 

審査室数         室 

日   数        日間 

会期終了後 

整理室数         室 

審査室数         室 

日   数        日間 

事務担当者 

氏名・連絡先 

氏 名 

 

書類送付先  （〒      ） 

 

電 話       （       ）            ＦＡＸ     （       ）             

メールアドレス 

※記入要領等については、裏面を参照ください。 



（裏面） 

［使用申請書記入要領］ 

 

使用申請書の記入に際し、次の事項をお守りください。 

なお、記載に当たっては、楷書及び英数字で記入ください。 

１ 使用申請者は住所、団体名、代表者名を記入ください。 

２ 「展覧会名」欄は正式な名称を記入ください。「第～回」等の記入は不要です。 

３ 「展示室等使用申請数」欄は、展示室の室数と野外展示場の区画数を整数で記入ください。 

４ 「使用申請会期」欄は、別に定める会期の数字を記入ください。 

５ 「展示作品数（予定）」欄は、予定される種別と点数を記入ください。 

６ 「入場料金（予定）」欄は有・無のいずれかに○をしてください。また、予定される料金を記入ください。 

７ 「予想される作品整理室・審査室の室数と日数」欄は、展覧会開催前及び展覧会終了後に必要とさ

れる作品整理室・審査室の予想室数と日数を参考に記入ください。 

８ 「事務担当者氏名・連絡先」欄は、当館からの連絡に速やかに対応できる方とし、平日の午前１０時

から午後５時までの時間帯に連絡可能な連絡先を記入ください。 

 

［添付資料］ 

使用申請書には、別に定める次の添付資料を提出ください。 

（添付資料１）     申込団体の状況                  

（添付資料２）     収支決算状況                         

（添付資料３－１）  申込み展覧会に係る前回開催の状況（１）  

（添付資料３－２）  申込み展覧会に係る前回開催の状況（２）  

 

[その他の提出資料] 

（１）当該申請に係る展覧会の直近の募集要項若しくは出品規定 

（２）会則 

（３）役員名簿（役職・氏名のみ記載すること） 

 

 

 



（別紙 2 号様式） 

 

使用申請書（展示室に関連する施設） 

令和   年   月   日 

国立新美術館長  殿 

 

住 所 

団体名                        

代表者名                  

 

下記のとおり、関連する施設を使用したいので申請します。 

 

記 

 

年 月 日 曜日 

作品 

整理室 

（全 8 室） 

審査室 

（全 8 室） 

審査室Ｅ 

（彫刻） 

（全 1 室） 

審査 

ラウンジ 

（全８区画） 

写場 

(全 1 室) 

地下 

収納室 

(全 3 室) 

地上 

収納室 

(全 8 室) 

主催者 

控室 

(全 10 室) 

備考 

             

------------------------------------------------------------------------------------------- 

使用許可書（展示室に関連する施設） 

年  月  日 

 

関連する施設の使用について、上記のとおり許可する。 

 

独立行政法人国立美術館 国立新美術館長  

【公印省略】 

 



（別紙 3 号様式） 

 

使用申請書（有料備品） 

令和   年   月   日 

国立新美術館長  殿 

 

住 所 

団体名                       

代表者名                  

 

下記のとおり、有料備品を使用したいので申請します。 

 

記 

 

年 月 日 曜日 備品等名 数量 備考 

       

------------------------------------------------------------------------------------------- 

使用許可書（有料備品） 

年  月  日 

 

有料備品の使用について、上記のとおり許可する。 

 

独立行政法人国立美術館 国立新美術館長  

【公印省略】 

  



 

 

 

（別紙 4 号様式） 

 

国 新 美 事 第  号 

令 和  年  月  日 

 

 

        殿 

 

 

独立行政法人国立美術館 

国立新美術館長 

○ ○ ○ ○ 

【公印省略】 

 

 

使 用 決 定 通 知 書 

 

 

 令和  年度国立新美術館展示室（公募展用）及び野外展示場の使用について、下記の室数、会期で

の使用を決定する。 

 

 

記 

 

展覧会名  

使用室数等 

展示室（１室 1,000 ㎡） 

        室 

野外展示場（1 区画 315 ㎡） 

        区画 

使用会期 
第     会期 

（   月   日 から   月   日 まで） 

 


